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１．特定事業者責任比率（Ａ）

＜ 表  １－１　特定事業者責任比率　＞

特定事業者責
任比率

小規模事業者
分の比率

ガラスびん（無色） 96％ 4％ (97%) (3%)

ガラスびん（茶色） 86％ 14％ (85%) (15%)

ガラスびん（その他の色） 92％ 8％ (90%) (10%)

ＰＥＴボトル 100％ 0% (100%) (0%)

紙製容器包装 99％ 1％ (97%) (3%)

プラスチック製容器包装 99％ 1％ (99%) (1%)

２．再商品化義務総量（Ｂ）

＜ 表１－２　再商品化計画（再商品化見込量） ＞
（単位：千トン）

特定分別基準適合物 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

ガラスびん（無色） １７０ １７０ １７０ １７０ １７０

ガラスびん（茶色） １８０ １８０ １８０ １８０ １８０

ガラスびん（その他の色） １６０ １６０ １６０ １６０ １６０

ＰＥＴボトル ４１９ ４２２ ４４９ ４５０ ４７１

紙製容器包装 ２５３ ２５３ ２５３ ２５３ ２５３

プラスチック製容器包装 １３４６ １３４９ １３４９ １３４８ １３４６

＜再商品化義務総量の算定の考え方＞

　品目毎に再商品化見込量と分別収集計画量の少ない方を基礎として、特定事業者責
任比率を乗じて算出。　（詳細な算定方法は参考資料第１章　３．(1)⑥参照）

  再商品化計画（再商品化見込量）及び分別収集見込総量は、以下のとおり。

再商品化義務量の算定に係る量、比率等

＜特定事業者責任比率の算定の考え方＞

　今年度の容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査の結果に基づ
いて特定事業者責任比率を算定し、かつ昨年度の調査結果に基づく同比率と平均する
ことで算出。（詳細な算定方法は参考資料第１章　３．(1)　①～⑤参照）

特定分別基準適合物
特定事業者責

任比率
（Ａ）

小規模事業者
分の比率

前年度
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＜ 表１－３　分別収集見込総量 ＞
（単位：千トン）

特定分別基準適合物 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

ガラスびん（無色） ３２３ ３２２ ３２１ ３２０ ３１９

ガラスびん（茶色） ２７４ ２７３ ２７２ ２７０ ２６９

ガラスびん（その他の色） １８６ １８６ １８６ １８７ １８７

ＰＥＴボトル ３０５ ３０５ ３０６ ３０６ ３０８

紙製容器包装 １３２ １３６ １３６ １３８ １３９

プラスチック製容器包装 ７５９ ７６３ ７７０ ７７４ ７７５

＜ 表  １－４　再商品化義務総量　＞

特定分別基準適合物
H27年度の分
別収集見込総

量(ｱ)

H27年度の再
商品化見込量

(ｲ)

(ｱ)､(ｲ)のう
ちいずれか少
ない量を基礎
として算出し

た量

特定事業者責
任比率
（Ａ）

H27年度の再
商品化義務総

量（Ｂ）

千㌧ 千㌧ 千㌧ ％ トン

ガラスびん（無色） 321 170 170 96 163,200

ガラスびん（茶色） 272 180 180 86 154,800

ガラスびん（その他の色） 186 160 160 92 147,200

ＰＥＴボトル 306 449 306 100 306,000

紙製容器包装 136 253 36* 99 35,640

プラスチック製容器包装 770 1,349 770 99 762,300

　　　(*)；分別収集見込総量から、環境省が調査した市町村独自処理（100千トン：要修正）を差し引いた量

３．特定容器比率（Ｃ）

＜ 表  ２　特定容器比率 ＞

特定容器比率
（Ｃ）

前年度

紙製容器包装 89.11％ (89.33%)

94.13％ (93.82%)

  平成２７年度の再商品化義務総量（Ｂ）は、以上の考え方に基づき以下のとお
り。

＜算定の考え方＞
　今年度の容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査の結果に基づい
て特定容器比率を算定し、かつ昨年度の調査結果に基づく同比率と平均することで算
出。（詳細な算定方法は参考資料第１章　３．(1)⑦参照）

　なお、ガラス製容器及びＰＥＴボトルは、いずれも特定容器のみであって特定包装は
ないため、本比率は１００％とする。

特定分別基準適合物

プラスチック製容器包装
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４．業種別比率（Ｄ）

＜ 表  ３ ＞
（単位：％）

業種の区分 ガラス製容器

無色 茶色 その他

１．食料品製造業

１．食料品製造業 57.91 3.34 5.99 4.23

(56.09) (2.98) (6.04) (3.87)

２．清涼飲料製造業及び

２．清涼飲料製造業及び 13.03 51.73 13.01 93.19

　　茶・コーヒー製造業 (16.37) (51.92) (12.58) (93.44)

※

３．酒類製造業

３．酒類製造業 25.98 18.38 80.05 2.58

(24.20) (17.58) (79.46) (2.69)

４．油脂加工製品・石鹸・ -

４．油脂加工製品・石鹸・

　　合成洗剤・界面活性剤・

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 1.43 47.54 2.08

５．医薬品製造業 1.24 26.19 0.27

(1.44) (26.91) (0.24)

６．化粧品・歯磨その他の 3.25 0.16 1.95
６．化粧品・歯磨その他の 1.53 0.25 0.58

　　化粧用調整品製造業 (1.52) (0.15) (1.26)

７．小売業

2.72 0.20 2.12

８．その他の事業 0.92 0.41 0.48
８．その他の事業 0.31 0.11 0.10

(0.38) (0.46) (0.42)

5.60 48.11 4.51 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00

合　　計 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)

※＝清涼飲料製造業
上段：平成28年度の適用数値案
下段：（　）内は平成27年度の適用数値

ＰＥＴボトル

＜算定の考え方＞
　今年度の容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査の結果に基づいて業種別比率を
算定し、かつ昨年度の調査結果に基づく同比率と平均することで算出。（詳細な算定方法は参考資料第
１章　３．(1)⑧参照）
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＜ 表  ３ ＞

（単位：％）

業種の区分 紙製 プラスチック製

容器 容器

１．食料品製造業 39.43 55.88

(38.15) (55.47)

２．清涼飲料製造業及び 5.47 5.37

　　茶・コーヒー製造業 (5.89) (5.37)

３．酒類製造業 2.84 0.40

(3.61) (0.23)

４．油脂加工製品・石鹸・ 3.64 5.75

　　合成洗剤・界面活性剤・ (4.78) (6.25)

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 1.85 1.54

(2.08) (1.79)

６．化粧品・歯磨その他の 1.85 4.32

　　化粧用調整品製造業 (2.15) (4.97)

７．小売業 13.31 16.39

(12.72) (15.61)

８．その他の事業 31.61 10.35

(30.62) (10.31)

合　　計 100.00 100.00

(100.00) (100.00)

上段：平成28年度の適用数値案
下段：（　）内は平成27年度の適用数値
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５．業種別特定容器利用事業者比率（Ｅ）

＜ 表  ４ ＞

（単位：％）

業種の区分 ガラス製容器

無色 茶色 その他

利用 製造等 利用 製造等 利用 製造等 利用 製造等

１．食料品製造業

１．食料品製造業 95.70 4.30 98.86 1.14 95.37 4.63 92.27 7.73

(95.78) (4.22) (99.03) (0.97) (95.16) (4.84) (92.37) (7.63)

２．清涼飲料製造業及び 95.45

２．清涼飲料製造業及び 94.29 5.71 93.07 6.93 92.34 7.66 86.76 13.24

　　茶・コーヒー製造業 (94.56) (5.44) (93.20) (6.80) (93.15) (6.85) (87.06) (12.94)

※ ※

３．酒類製造業 0.00

３．酒類製造業 93.84 6.16 97.59 2.41 95.73 4.27 94.01 5.99

(94.76) (5.24) (97.40) (2.60) (96.13) (3.87) (94.00) (6.00)

93.99

４．油脂加工製品・石鹸・ －

４．油脂加工製品・石鹸・

　　合成洗剤・界面活性剤・

　　塗料製造業

５．医薬品製造業

５．医薬品製造業 98.16 1.84 95.79 4.21 97.86 2.14

(99.03) (0.97) (95.17) (4.83) (97.82) (2.18)

６．化粧品・歯磨その他の

６．化粧品・歯磨その他の 98.01 1.99 98.70 1.30 98.11 1.89

　　化粧用調整品製造業 (98.34) (1.66) (99.71) (0.29) (97.46) (2.54)

７．小売業

８．その他の事業

８．その他の事業 99.01 0.99 99.23 0.77 89.91 10.09

(98.33) (1.67) (97.93) (2.07) (93.01) (6.99)

※＝清涼飲料製造業

上段：平成28年度の適用数値案

下段：（　）内は平成27年度の適用数値

ＰＥＴボトル

＜算定の考え方＞
　今年度の容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査の結果に基づいて業種別特定容器利用事
業者比率を算定し、かつ昨年度の調査結果に基づく同比率と平均することで算出。（詳細な算定方法は資料３－
３　３．(1)⑨参照）
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＜ 表  ４ ＞

（単位：％）

業種の区分 紙製 プラスチック製

容器 容器

利用 製造等 利用 製造等

１．食料品製造業 96.92 3.08 95.61 4.39

(96.94) (3.06) (96.42) (3.58)

２．清涼飲料製造業及び 96.49 3.51 96.88 3.12

　　茶・コーヒー製造業 (90.92) (9.08) (96.83) (3.17)

３．酒類製造業 95.68 4.32 98.21 1.79

(94.84) (5.16) (98.51) (1.49)

４．油脂加工製品・石鹸・ 96.60 3.40 90.46 9.54

　　合成洗剤・界面活性剤・ (96.91) (3.09) (91.01) (8.99)

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 99.56 0.44 98.79 1.21

(99.58) (0.42) (98.76) (1.24)

６．化粧品・歯磨その他の 99.37 0.63 95.15 4.85

　　化粧用調整品製造業 (99.30) (0.70) (94.96) (5.04)

７．小売業 99.27 0.73 98.86 1.14

(99.31) (0.69) (98.79) (1.21)

８．その他の事業 99.46 0.54 98.45 1.55

(99.45) (0.55) (98.47) (1.53)

上段：平成28年度の適用数値案
下段：（　）内は平成27年度の適用数値



9

６．事業系比率 (Ｆ)

＜ 表  ５ ＞
（単位：％）

業種の区分 ガラス製容器

無色 茶色 その他

利　用 製造等 利　用 製造等 利　用 製造等 利　用 製造等

１．食料品製造業 5 0 5 0 5 0 10 0

(5) (0) (10) (0) (5) (0) (10) (0)

２．清涼飲料製造業及び 0 0 15 0 5 5 15 5

　　茶・コーヒー製造業 (5) (0) (10) (0) (5) (5) (10) (5)

※ ※

３．酒類製造業 30 10 35 10 25 10 25 5

(30) (10) (30) (5) (25) (10) (20) (10)

４．油脂加工製品・石鹸・

　　合成洗剤・界面活性剤・
　　塗料製造業

５．医薬品製造業 40 5 25 0 15 0

(50) (0) (25) (0) (10) (0)

６．化粧品・歯磨その他の 0 0 0 0 15 0

　　化粧用調整品製造業 (0) (0) (0) (0) (10) (0)

７．小売業

８．その他の事業 15 0 90 0 15 0

(15) (20) (75) (45) (10) (20)

※＝清涼飲料製造業
上段：平成28年度の適用数値案
下段：（　）内は平成27年度の適用数値

ＰＥＴボトル

＜算定の考え方＞
　今年度の容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査の結果に基づいて事業系比率を算定
し、かつ昨年度の調査結果に基づく同比率と平均することで算出。（詳細な算定方法は資料３－３　３．(2)
②参照）
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＜ 表  ５ ＞
（単位：％）

業種の区分 紙製 プラスチック製

容器 容器

利　用 製造等 利　用 製造等

１．食料品製造業 15 10 15 10

(15) (10) (15) (10)

２．清涼飲料製造業及び 10 0 15 0

　　茶・コーヒー製造業 (10) (0) (15) (0)

３．酒類製造業 15 0 25 10

(15) (0) (35) (5)

４．油脂加工製品・石鹸・ 5 0 10 0

　　合成洗剤・界面活性剤・ (5) (0) (10) (0)

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 50 5 70 30

(50) (0) (60) (25)

６．化粧品・歯磨その他の 5 0 5 0

　　化粧用調整品製造業 (10) (0) (5) (0)

７.小売業 20 0 15 10

(20) (5) (15) (10)

８．その他の事業 20 15 50 30

(20) (15) (45) (25)

包装（各業種共通） 25 30

(30) (30)

上段：平成28年度の適用数値案
下段：（　）内は平成27年度の適用数値
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７．当該業種全体の容器包装廃棄物の排出見込量（Ｇ）

＜表  ６ ＞

（単位：トン）

業種の区分 ガラス製容器

無色 茶色 その他

利　用 製造等 利　用 製造等 利　用 製造等 利　用 製造等

１．食料品製造業 254,921 283,776 11,780 15,654 9,030 11,335 19,006 21,564

(250,548) (285,291) (11,514) (15,683) (9,805) (13,852) (17,800) (22,128)

２．清涼飲料製造業及び 57,198 63,090 181,997 245,666 19,388 26,133 418,247 504,681

　　茶・コーヒー製造業 (63,395) (71,147) (222,619) (286,736) (20,481) (32,273) (429,642) (503,895)

※ ※

３．酒類製造業 115,196 132,485 64,292 95,167 120,614 155,604 11,611 14,219

(116,469) (133,457) (70,821) (100,834) (129,466) (161,838) (12,445) (14,665)

４．油脂加工製品・石鹸・

　　合成洗剤・界面活性剤・

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 5,498 7,412 92,568 116,870 400 505

(4,609) (7,788) (96,253) (123,552) (390) (635)

６．化粧品・歯磨その他の 6,768 6,134 907 872 876 941

　　化粧用調整品製造業 (6,243) (6,203) (743) (849) (2,136) (2,516)

７．小売業

17,621 11,832 849 877 3,719 2,493

８．その他の事業 1,363 1,006 400 2,019 157 34

(1,818) (1,147) (1,706) (552) (721) (279)

※＝清涼飲料製造業
上段：平成28年度の適用数値案
下段：（　）内は平成27年度の適用数値

ＰＥＴボトル

＜算定の考え方＞
　今年度の容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査の結果に基づいて当該業種全体の容器包装廃棄
物の排出見込量を算定し、かつ昨年度の調査結果に基づく同排出見込量と平均することで算出。（詳細な算定方法は資
料３－３　３．(2)①参照）
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＜ 表  ６ ＞

（単位：トン）

業種の区分 紙製 プラスチック製

容器 容器

利　用 製造等 利　用 製造等

１．食料品製造業 240,171 255,941 559,865 550,247

(231,237) (230,939) (541,587) (530,380)

91

２．清涼飲料製造業及び 33,315 47,714 53,759 84,459

　　茶・コーヒー製造業 (34,633) (65,875) (52,553) (83,847)

0

0

３．酒類製造業 17,289 21,838 4,071 8,041

(21,808) (26,455) (2,207) (4,887)

４．油脂加工製品・石鹸・ 22,203 25,309 57,616 81,434

　　合成洗剤・界面活性剤・ (28,989) (29,935) (60,950) (82,887)

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 11,264 23,090 15,476 41,170

(12,585) (25,542) (17,482) (38,561)

６．化粧品・歯磨その他の 11,264 13,573 43,200 63,361

　　化粧用調整品製造業 (13,026) (14,554) (48,484) (67,697)

７．小売業 81,137 123,767 164,106 164,350

(77,229) (111,625) (152,683) (163,880)

８．その他の事業 192,732 193,556 103,685 219,607

(185,678) (219,553) (100,739) (214,509)

包装（各業種共通） 99,431 93,623

(94,579) (95,066)

上段：平成28年度の適用数値案

下段：（　）内は平成27年度の適用数値
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